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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業） 

地 区 名 一般国道 １５１号 

事業箇所 北設楽郡
きたしたらぐん

東栄町
とうえいちょう

 大字三輪
み わ

 地内 

事業のあ

らまし 

 一般国道１５１号は長野県飯田市から愛知県豊橋市を結ぶ幹線道路であり、奥三河地域の交通

の要となっている。当地区では三遠南信自動車道の開通後、観光目的の交通量が増加し、事故の

危険性も増加している。近くにＪＲ飯田線東栄駅や病院があり、学生や高齢者が車道脇を歩行せ

ざるを得ない大変危険な状態にあるため、幅員２．５ｍの歩道を整備したものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

① 歩行者の安全確保 

【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.4億円 ■工事費 0.4億円、■用補費 0.1 億円、■その他 0.1億円 

事業期間 採択年度 2017年度 着工年度 2017年度 完成年度 2018年度 

事業内容 歩道設置 延長L=0.06km 幅員 W=10.5m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

・本事業の実施により、歩行者と自動車の通行が物理的に分離され、歩行者が安全に通行で

きるようになり、危険な交通環境が改善された。 

【達成状況に対する評価】 

・本事業区間について事業後歩行者事故が発生していないことから、安全な歩行空間が確保

され、事業目標を達成しているものと考えられる。 

 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

 初期の事業目標を達成しているため、今後の事業評価の必要性はないものと考えられる。 

改善措置の必

要性 

 上記のとおり、初期の事業目標を達成しているため、改善措置の必要性はないものと考え

られる。 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 

 標準的な事業計画・工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。 

  

 

（別紙６） 


